
広報しかべ　令和５年２月号15

令和４年12月の水揚
水揚高（千円）数量（トン）魚　種水揚高（千円）数量（トン）魚　種

２２０．６　　（２２７．０）０．３　　（０．２）平目１３８，４９２．０（２１９，４４３．５）１，３２１．８（２，８０２．５）すけとうだら
３，９９３．５　（３，０９７．９）３．４　　（３．８）はたはた２２，７２０．２ （２３，７０１．８）１４．２　 （１５．８）たこ
１５，６８７．３　（９，０１２．１）１６．０　 （１０．６）うに１１４．０　　（９４６．８）０．４　　（１．０）さけ
４，９７１．４　（３，５０９．９）５１．６　（１７３．２）さば２，８５９．６　　（１６０．１）４．８　　（０．３）いか
４２１．０　（１，５３０．８）１．７　　（８．０）たら１，４３２．１　　（８５９．６）３．９　　（４．５）かれい
２０７．２　　（２７１．９）０．２　　（０．３）松皮かれい８２，５９６．８ （２５，６３５．６）１５．３　　（６．６）なまこ
１，２２９．１　（１，２７６．７）２．７　　（３．３）つぶ１９１．８　　 （７８．８）０．８　　（０．６）黒そい
５９，０１２．１　（３，４７８．６）１，７３７．２　（２２８．８）いわし２７０．６　　（３２０．３）１．９　　（８．０）ほっけ
９，１７４．３　（３，０９１．３）１７．０　 （１２．６）その他魚類５７．８ 　　（２５．４）０．３　　（０．７）がや

３４３，６６７．７（２９６，６７３．７）３，１９４．４（３，２８１．２）合計１６．３　　　（５．６）０．９　　（０．４）かじか

かっこ内は令和３年１２月の水揚
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その他刑法

認知件数

窃盗犯認知件数全刑法犯

認知件数 その他窃盗車上狙い侵入盗

２件２件０件０件４件町　内

犯罪発生状況（令和４年１月１日～令和４年１２月３１日）

物損事故傷者数死者数人身事故

５５件２人０人１件町　内

交通事故発生状況（令和４年１月１日～令和４年１２月３１日）

１　冬道での交通事故防止
　〇スピードダウンと慎重な運転をしましょう
　〇時間に余裕を持った運転をしましょう
　〇「急」のつく運転操作は危険です
　〇交差点の死角に注意してください
　〇悪天候に注意してください

２　違法・迷惑駐車の防止
　　違法・迷惑駐車は次のような危険や障害の原
　因になります。
　〇道路を狭くして通行の妨害になります
　〇交差点付近での事故の原因になります
　〇緊急車両の活動を妨げます
　〇歩行者事故などの原因になります
　〇除排雪作業の障害になります

３　サイバーセキュリティに関する普及啓発強化
　　政府では、毎年２月１日から３月18日までの
間を「サイバーセキュリティ月間」としていま
す。

　　サイバー犯罪の被害に遭わないようにするた
め、次の対策を実施しましょう。

　〇ＩＤやパスワードは自分自身でしっかり管理
する

　〇パソコンやスマートフォンに、ウイルス対策
ソフトをインストールする

　〇パソコンの基本ソフト（ＯＳ）やウイルス対
策ソフトは常に最新の状態にしておく

　〇身に覚えのないメールなどの添付ファイルや
ＵＲＬは開かない

　〇不必要なアプリや信頼のおけないサイトから
ソフトウェアをダウンロードしない

　〇定期的にバックアップデータを保存する
　〇オンラインショップでの買い物は、そのサイ
トが本物かどうかよく確認する

　
中
皮
腫
や
肺
が
ん
な
ど
を
発
症
し
、
そ

れ
が
労
働
者
と
し
て
石
綿
ば
く
露
作
業
に

従
事
し
て
い
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
た
場
合
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保

険
法
に
基
づ
く
各
種
保
険
給
付
や
、
石
綿

に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
特
別
遺
族
給
付
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

　
石
綿
に
よ
る
疾
病
は
、
石
綿
を
吸
っ
て

か
ら
非
常
に
長
い
年
月
を
経
て
発
症
す
る

こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
す
。

　
中
皮
腫
な
ど
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ

た
方
が
過
去
に
石
綿
業
務
に
従
事
さ
れ
て

い
た
場
合
は
、
労
災
保
険
給
付
等
の
支
給

対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
ま
た
は
都
道

府
県
労
働
局
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
北
海
道
労
働
局
労
働
基
準
部
労
災
補
償
課

　
℡
：
０
１
１
們

７
０
９
們

２
３
１
１

中
皮
腫
や
肺
が
ん
な
ど
、
石
綿
に
よ

る
疾
病
の
補
償
・
救
済
に
つ
い
て

　
近
年
、
相
続
登
記
が
長
期
間
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
で
、
所
有
者
の
把
握
が
困
難
と

な
っ
て
、
災
害
復
興
や
公
共
事
業
が
進
ま

な
い
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
所
有
者
不
明
土

地
問
題
」
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
民
法

な
ど
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
既
に
成

立
し
て
お
り
、
法
律
が
施
行
さ
れ
る
令
和

６
年
４
月
１
日
か
ら
相
続
登
記
の
申
請
が

義
務
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
改

正
法
の
内
容
は
、
相
続
人
が
相
続
を
知
っ

て
か
ら
３
年
以
内
に
登
記
を
申
請
す
る
こ

と
が
義
務
化
さ
れ
、
正
当
な
理
由
な
く
申

請
を
怠
る
と
　
万
円
以
下
の
過
料
が
課
せ

10

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
令
和
６
年
４
月

１
日
以
前
に
開
始
し
た
相
続
に
つ
い
て
も
、

義
務
化
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
相
続
登
記
の
手
続
き
を
先
延
ば

し
に
す
る
と
相
続
人
が
増
え
て
手
続
き
が

複
雑
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
遺
産

に
つ
い
て
相
続
人
間
で
話
し
合
い
を
行
っ

て
整
理
す
る
な
ど
し
て
、
早
め
に
手
続
き

す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
な
お
、
相
続
登
記
の
手
続
き
に
つ
い
て

は
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
あ
な
た
と
家

族
を
つ
な
ぐ
相
続
登
記
」
を
参
考
に
し
て

く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
函
館
地
方
法
務
局
総
務
課

　
℡
：
０
１
３
８
們

２
３
們

９
５
１
６

相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
家
族
の
国
民
年

金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
は
、
年

末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
、
社
会
保
険

料
控
除
の
申
告
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
　
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、

そ
の
年
の
１
月
１
日
か
ら
　
月
　
日
ま
で
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31

に
納
付
し
た
保
険
料
で
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
函
館
年
金
事
務
所

　
℡
：
０
１
３
８
們

８
２
們

８
０
０
１

　
自
動
車
税
種
別
割
は
、
４
月
１
日
現
在

の
登
録
に
基
づ
い
て
課
税
さ
れ
る
税
金
で

す
。

〇
引
っ
越
し
で
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き
な

ど
は
、
運
輸
支
局
で
変
更
登
録
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　
次
の
場
合
は
運
輸
支
局
で
登
録
手
続
き

が
必
要
で
す
。

　
・
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き（
変
更
登
録
）

　
・
自
動
車
を
売
買
し
た
と
き
（
移
転
登

　
録
）

　
・
自
動
車
を
使
用
し
な
く
な
っ
た
と
き

　（
抹
消
登
録
）

　
令
和
５
年
度
の
自
動
車
税
種
別
割
納
税

通
知
書
を
確
実
に
お
届
け
す
る
た
め
、
３

月
中
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

〇
変
更
登
録
が
間
に
合
わ
な
い
と
き
は
…

　
　
道
税
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
自
動
車
税

種
別
割
住
所
変
更
手
続
」
か
ら
納
税
通

知
書
の
送
付
先
の
変
更
を
し
て
く
だ
さ

い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部

　
℡
：
０
１
１
們

７
４
６
們

１
１
９
０

お
知
ら
せ

自
動
車
税
種
別
割
の
住
所
変
更

を
お
忘
れ
な
く

国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

※お申し込み・お問い合わせ先

役場企画振興課　広報広聴係（℡：７－５２９７）


